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(57)【要約】
【課題】ライトガイドの高温化に対する安全性と、操作
性とを確保するライトガイドの接続機構および内視鏡装
置を実現する。
【解決手段】コネクタ部２４の先端面２４Ｓから突出し
たライトガイド３０の周囲には、第１の可動部材３６と
固定部材４０とが設けられている。第１の可動部材３６
と固定部材４０は、連結ばね４２によって互いに連結さ
れている。ライトガイド３０のコネクタ部２４とは反対
側の先端部に、口金３２が設けられている。第１の可動
部材３６は、内視鏡２０がプロセッサ６０から取り外さ
れた状態においては、口金３２の周囲を覆う位置にある
。このため、仮にライトガイド３０の口金３２が高温に
なった場合においても、ユーザの指等の口金３２への接
触が防止される。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内視鏡のコネクタ部から突出した突出端に口金を有するライトガイドと、前記ライトガ
イドに照明光を供給するプロセッサであって前記内視鏡が着脱自在に取り付けられる前記
プロセッサとの接続機構であって、
　前記内視鏡が前記プロセッサから取り外された状態においては前記ライトガイドのうち
少なくとも前記口金の周囲を覆う保護位置にあり、前記内視鏡が前記プロセッサに取り付
けられた状態においては前記保護位置よりも前記コネクタ部側の退避位置にあるように移
動する第１の可動部材を備えたことを特徴とする接続機構。
【請求項２】
　前記第１の可動部材を前記保護位置と前記退避位置との間で移動させるための第１の伸
縮部材をさらに有することを特徴とする請求項１に記載の接続機構。
【請求項３】
　前記退避位置にある前記第１の可動部材と前記第１の伸縮部材とを収納する収納部材を
さらに有することを特徴とする請求項２に記載の接続機構。
【請求項４】
　前記内視鏡が前記プロセッサから取り外された状態において、前記ライトガイドにおけ
る前記口金以外の領域を覆う第２の可動部材と、前記第２の可動部材を移動させるための
第２の伸縮部材とをさらに有することを特徴とする請求項１から請求項３のいずれかに記
載の接続機構。
【請求項５】
　前記内視鏡が前記プロセッサから取り外された状態において、前記ライトガイドの側面
の全領域が、少なくとも前記第１および第２の可動部材により覆われることを特徴とする
請求項４に記載の接続機構。
【請求項６】
　前記内視鏡が前記プロセッサに取り付けられるときに、前記ライトガイドが嵌合される
ソケットが前記プロセッサに設けられていることを特徴とする請求項１から請求項５のい
ずれかに記載の接続機構。
【請求項７】
　前記第１の可動部材の先端において、前記ライトガイドの嵌合時に前記ソケットに接す
る領域に切欠きが設けられていることを特徴とする請求項６に記載の接続機構。
【請求項８】
　前記第１の可動部材が、前記第１の可動部材が前記保護位置にあるときに前記口金より
も前記コネクタ部から離れた位置において前記ライトガイド側に突出する第１の突出部を
有することを特徴とする請求項１から請求項７のいずれかに記載の接続機構。
【請求項９】
　前記第１の可動部材が、前記第１の突出部を隔てて前記コネクタ部とは反対側に突出す
る第２の突出部をさらに有することを特徴とする請求項８に記載の接続機構。
【請求項１０】
　前記ライトガイドが嵌合されるソケットが前記プロセッサに設けられており、前記内視
鏡が前記プロセッサに取り付けられるとき、前記ソケットが前記第１の可動部材の先端に
形成された凹部に嵌合されることを特徴とする請求項１から請求項９のいずれかに記載の
接続機構。
【請求項１１】
　前記第１の可動部材が、前記保護位置から前記退避位置に向かって移動するときに前記
口金に接する弾性部材をさらに有することを特徴とする請求項１から請求項１０のいずれ
かに記載の接続機構。
【請求項１２】
　前記弾性部材が、前記コネクタ部側の領域ほど前記ライトガイドの中心軸から離れるよ
うに傾斜していることを特徴とする請求項１１に記載の接続機構。
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【請求項１３】
　請求項１から請求項１２のいずれかに記載の接続機構を備えたことを特徴とする内視鏡
装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡のライトガイドの接続機構、およびライトガイドの接続機構を備えた
内視鏡装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　内視鏡装置は、一般に、観察の対象である体内組織を照明するための照明光を出射する
光源等を備えたプロセッサと、プロセッサに着脱自在に取付けられる内視鏡とを含む。内
視鏡がプロセッサに取り付けられると、光源からの照明光が、内視鏡内のライトガイドに
より伝達され、内視鏡の先端から被観察体に向けて出射される。
【０００３】
　内視鏡においては、通常、プロセッサとの接続のためのコネクタ部からライトガイドが
突出している。そしてライトガイドの先端部には、ライトガイドを突出した状態に保持す
るための口金が設けられている。
【０００４】
　仮に、照明光の調光不良等によってライトガイドの口金が高温となった場合においても
安全性を確保するために、口金が所定の温度以上に高温となっている間、内視鏡のコネク
タ部をプロセッサから引き抜けなくするためのロック機構を設けることが知られている（
例えば特許文献１）。
【特許文献１】特開２００７－９７８２４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　内視鏡装置においてロック機構を設けた場合、迅速な観察動作が妨げられる可能性があ
る。ライトガイドの口金が高温となった原因が既に解決された場合においても、口金の温
度が下がるまでは内視鏡をプロセッサから取り外すことができず、内視鏡の交換が不可能
だからである。
【０００６】
　本発明は、ライトガイドの高温化に対する安全性と、操作性とを確保するライトガイド
の接続機構および内視鏡装置を実現することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の接続機構は、内視鏡のコネクタ部から突出した突出端に口金を有するライトガ
イドと、ライトガイドに照明光を供給するプロセッサであって内視鏡が着脱自在に取り付
けられるプロセッサとの接続機構である。接続機構は、内視鏡がプロセッサから取り外さ
れた状態においてはライトガイドのうち少なくとも口金の周囲を覆う保護位置にあり、内
視鏡がプロセッサに取り付けられた状態においては保護位置よりもコネクタ部側の退避位
置にあるように移動する第１の可動部材を備えたことを特徴とする。
【０００８】
　接続機構は、第１の可動部材を保護位置と退避位置との間で移動させるための第１の伸
縮部材をさらに有することが好ましい。この場合、退避位置にある第１の可動部材と第１
の伸縮部材とを収納する収納部材をさらに有することがより好ましい。
【０００９】
　また、接続機構は、内視鏡がプロセッサから取り外された状態において、ライトガイド
における口金以外の領域を覆う第２の可動部材と、第２の可動部材を移動させるための第
２の伸縮部材とをさらに有することが好ましい。この場合、内視鏡がプロセッサから取り



(4) JP 2010-131192 A 2010.6.17

10

20

30

40

50

外された状態において、ライトガイドの側面の全領域が、少なくとも第１および第２の可
動部材により覆われることがより好ましい。
【００１０】
　接続機構においては、内視鏡がプロセッサに取り付けられるときに、ライトガイドが嵌
合されるソケットがプロセッサに設けられていることが好ましい。この場合、第１の可動
部材の先端において、ライトガイドの嵌合時にソケットに接する領域に切欠きが設けられ
ていることがより好ましい。
【００１１】
　第１の可動部材は、第１の可動部材が保護位置にあるときに口金よりもコネクタ部から
離れた位置においてライトガイド側に突出する第１の突出部を有することが好ましい。こ
の場合、第１の可動部材が、第１の突出部を隔ててコネクタ部とは反対側に突出する第２
の突出部をさらに有することがより好ましい。
【００１２】
　接続機構においては、ライトガイドが嵌合されるソケットがプロセッサに設けられてお
り、内視鏡がプロセッサに取り付けられるとき、ソケットが第１の可動部材の先端に形成
された凹部に嵌合されることが好ましい。
【００１３】
　また、接続機構は、第１の可動部材が保護位置から退避位置に向かって移動するときに
口金に接する弾性部材をさらに有することが好ましい。この場合、弾性部材は、コネクタ
部側の領域ほどライトガイドの中心軸から離れるように傾斜していることがより好ましい
。
【００１４】
　本発明の内視鏡装置は、上述の接続機構を備えたことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、ライトガイドの高温化に対する安全性と、操作性とを確保するライト
ガイドの接続機構および内視鏡装置を実現できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、本発明の実施形態を、図面を参照して説明する。図１は、第１の実施形態におけ
る電子内視鏡装置を示す斜視図である。図２は、本実施形態における内視鏡のライトガイ
ドおよび可動部材を示す斜視図である。図３は、図２のライトガイドおよび可動部材を示
す側面図である。
【００１７】
　電子内視鏡装置１０（内視鏡装置）は、被検者の体腔内の観察、撮影に用いられる内視
鏡２０と、プロセッサ６０を含む。内視鏡２０の基端部には、プロセッサ６０との接続の
ためのコネクタ部２４が設けられている。コネクタ部２４の先端面からは、信号コネクタ
２６およびライトガイド３０が突出している。プロセッサ６０には、信号コネクタ差込口
６２およびソケット６４が設けられている。
【００１８】
　信号コネクタ２６は、矢印Ａに示すように信号コネクタ差込口６２に差し込まれる。ラ
イトガイド３０は、矢印Ｂに示すように、ソケット６４の中心に設けられた嵌合孔６４Ｈ
に嵌合される。これらの部材は、矢印ＡおよびＢに示されるようにいずれも取り外し可能
である。つまり、内視鏡２０はプロセッサ６０に対して着脱自在に取り付けられる。なお
このとき、プロセッサ６０のレバー６６が図示された状態から下方に押し下げられと、コ
ネクタ部２４がプロセッサ６０に固定される。
【００１９】
　プロセッサ６０には、被写体を照明する照明光を出射する光源（図示せず）が設けられ
ている。出射された照明光は、コネクタ部２４およびケーブル２８の内部を通るライトガ
イド３０に供給される。そして照明光は、被検者の体腔内に挿入される内視鏡２０の挿入
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部（図示せず）に伝達され、挿入部の先端から被観察体に向けて出射される。内視鏡２０
では、被観察体で反射された照明光の反射光に基づき映像信号が生成される。この映像信
号はケーブル２８等を介してプロセッサ６０に送信され、プロセッサ６０によって処理さ
れる。
【００２０】
　ライトガイド３０の周囲には、第１の可動部材３６と、コネクタ部２４の先端面２４Ｓ
（図３参照）に固定された固定部材４０とが設けられている。第１の可動部材３６および
固定部材４０は、第１の連結ばね４２（第１の伸縮部材）によって互いに連結されている
。第１の可動部材３６および固定部材４０は、いずれも円筒形状であり、それらの中心に
ライトガイド３０が通っている。第１の可動部材３６および固定部材４０は、例えば樹脂
製である。
【００２１】
　ライトガイド３０においては、コネクタ部２４とは反対側の突出端に口金３２が設けら
れている（図２参照）。口金３２により、ライトガイド３０はコネクタ部２４から突出し
た状態で保持される。第１の可動部材３６は、内視鏡２０がプロセッサ６０から取り外さ
れた状態（以下、取外し状態という）においては、図示されるように口金３２の周囲を覆
う位置（保護位置）にある。
【００２２】
　このように、内視鏡２０の取外し状態においてはコネクタ部２４の先端面２４Ｓが露出
しているにも関わらず、第１の可動部材３６が保護位置にあることにより、ユーザの指等
が口金３２に接することが防止される。従って、仮に口金３２が照明光によって高温にな
っていた場合においても、安全性が確保される。
【００２３】
　図４は、ライトガイド３０が嵌合孔６４Ｈに嵌合されていない状態における本実施形態
のライトガイド接続機構５０（接続機構）を示す断面図である。図５は、ライトガイド３
０が嵌合孔６４Ｈに嵌合された状態における本実施形態のライトガイド接続機構５０を示
す断面図である。
【００２４】
　取外し状態にある内視鏡２０のコネクタ部２４がソケット６４に取り付けられるとき、
第１の可動部材３６の内面３６Ｉがソケット６４の側面６４Ｓに当接する。そしてライト
ガイド３０が矢印Ｃに示すように嵌合孔６４Ｈに差し込まれると、まず、第１の可動部材
３６の先端面３６Ｓがプロセッサ６０の壁面６０Ｓに当接し、そして第１の可動部材３６
が付勢される。このため、第１の連結ばね４２が収縮する。
【００２５】
　その結果、内視鏡２０がプロセッサ６０に取り付けられた状態（図５参照・以下、取付
け状態という）において、第１の可動部材３６は、口金３２から離れてコネクタ部２４側
に退避する。このように第１の可動部材３６は、第１の連結ばね４２により、保護位置と
、保護位置よりもコネクタ部２４側の退避位置との間で移動する。
【００２６】
　固定部材４０には、先端面２４Ｓに垂直な方向に延びる円筒形の壁面部材４０Ｐと凹部
４０Ｄが設けられている。凹部４０Ｄの外周は、壁面部材４０Ｐによって囲まれている。
第１の連結ばね４２は、固定部材４０の近傍において第１の可動部材３６が壁面部材４０
Ｐに接するように、ライトガイド３０に平行な方向に沿って伸縮する。
【００２７】
　このように、壁面部材４０Ｐによって第１の連結ばね４２の伸縮方向が定められており
、退避位置にある第１の可動部材３６と収縮した第１の連結ばね４２とは、固定部材４０
（収納部材）の凹部４０Ｄに確実に収納される。なお第１の連結ばね４２は、伸縮動作の
繰り返しによって第１の可動部材３６および固定部材４０から外れることのないように、
これらの部材に強く固定されている。
【００２８】
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　ライトガイド３０の側面３０Ｓには、小型の突起３０Ｐが設けられている。内視鏡２０
が取付け状態にあるとき、突起３０Ｐは、ソケット６４の嵌合孔６４Ｈの内壁面６４Ｉに
設けられた嵌合凹部６４Ｄに係合する（図５参照）。このため、嵌合孔６４Ｈに差し込ま
れたライトガイド３０は、レバー６６（図１参照）の操作後、ソケット６４により照明光
の伝達に適した位置で確実に保持される。さらに観察終了後に、レバー６６が開放された
状態でコネクタ部２４がプロセッサ６０からわずかに引き離されると、収縮されていた第
１の連結ばね４２の復元力によって、ライトガイド３０は迅速に取り外される。このとき
口金３２の周囲は、第１の可動部材３６により覆われる。
【００２９】
　以上のように本実施形態によれば、照明光の調光不良等によって仮にライトガイド３０
の口金３２が高温になった場合においても、ユーザの指等の口金３２への接触が防止され
る。このため、本実施形態におけるライトガイド３０の接続機構５０が設けられた電子内
視鏡装置１０では、安全性が確保される。
【００３０】
　特に、第１の可動部材３６を透明にして、口金３２の位置を第１の可動部材３６の外側
から特定可能にすることにより、安全性をさらに高めると同時に、より簡易かつ確実にラ
イトガイド３０を嵌合させることができる。また、第１の可動部材３６は、照明光の光路
を遮らず、内視鏡観察のために必要とされる操作の妨げにもならないため、電子内視鏡装
置１０の操作性も良好に保たれる。さらに、径の小さいライトガイド３０を嵌合孔６４Ｈ
に直接嵌合させる場合に比べ、ソケット６４に第１の可動部材３６を当接させることによ
るライトガイド３０の位置決めは容易である。
【００３１】
　次に、第２の実施形態につき説明する。図６は、本実施形態における内視鏡のライトガ
イド３０および可動部材を示す斜視図である。図７は、図６のライトガイド３０および可
動部材を示す側面図である。図８は、ライトガイド３０が嵌合孔６４Ｈに嵌合されていな
い状態における本実施形態のライトガイド接続機構５０を示す断面図であり、図９は、ラ
イトガイド３０が嵌合孔６４Ｈに嵌合された状態における本実施形態のライトガイド接続
機構５０を示す断面図である。
【００３２】
　本実施形態におけるライトガイド３０の接続機構５０は、第２の可動部材３７が設けら
れている点で第１の実施形態と異なる。第２の可動部材３７は、図示されたように、第１
の可動部材３６と固定部材４０との間に配置されている。内視鏡２０が取外し状態にある
とき、第２の可動部材３７は、ライトガイド３０における口金３２以外の領域、すなわち
側面３０Ｓにおける口金３２よりもコネクタ部２４側の領域を覆っている。
【００３３】
　第２の可動部材３７は、第２の連結ばね４３（第２の伸縮部材）により、ライトガイド
３０に平行な方向に沿って移動可能な状態で、固定部材４０に固定されている（図８およ
び９参照）。そして、本実施形態における第１の連結ばね４２は、第１の可動部材３６と
第２の可動部材３７とを連結している。このように、第１、第２の可動部材３６、３７お
よび固定部材４０は、第１、第２の連結ばね４２、４３により、直接、もしくは間接的に
互いに連結されている。なお第１、第２の連結ばね４２、４３は、第１の実施形態と同様
に、固定部材４０（収納部材）の凹部４０Ｄに収納される（図８および９参照）。
【００３４】
　第２の可動部材３７を設けたことにより、取外し状態の内視鏡２０においては、ライト
ガイド３０の側面３０Ｓの全領域が、第１、第２の可動部材３６、３７および固定部材４
０の壁面部材４０Ｐによって覆われている。このように、第１、第２の可動部材３６、３
７などの部材によって側面３０Ｓ全域を覆うことにより、ユーザの指等が、口金３２に接
することがより確実に防止される。
【００３５】
　さらに、第１、第２の連結ばね４２、４３も、第１、第２の可動部材３６、３７等によ
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って覆われ、保護されている。このため、異物が入り込むことなどによる第１、第２の連
結ばね４２、４３の破損も防止される。
【００３６】
　以上のように本実施形態によれば、第１および第２の可動部材３６、３７を、ライトガ
イド３０の接続機構５０に設けることにより、より安全性に優れた電子内視鏡装置１０を
実現できる。
【００３７】
　なお、図１０に示す本実施形態の変形例では、ライトガイド３０が嵌合孔６４Ｈに嵌合
されるとき（図８参照）にプロセッサ６０の壁面６０Ｓに当接する第１の可動部材３６の
先端面３６Ｓの端部において、切欠３６Ｎが設けられている。このように、第１の可動部
材３６の一部を切欠いて斜面を形成することにより、第１の可動部材３６をソケット６４
の周囲に嵌める操作が容易になる。この斜面が、ソケット６４を第１の可動部材３６の内
側に案内する作用をもたらすためである。
【００３８】
　次に、第３の実施形態につき説明する。図１１は、ライトガイド３０が嵌合孔６４Ｈに
嵌合されていない状態における本実施形態のライトガイド接続機構５０を示す断面図であ
る。図１２は、ライトガイド３０が嵌合孔６４Ｈに嵌合された状態における本実施形態の
ライトガイド接続機構５０を示す断面図である。
【００３９】
　本実施形態におけるライトガイド３０の接続機構５０は、第３の可動部材３８を設けた
ことや、第１～３の可動部材３６～３８の形状等が第２の実施形態と異なる。第３の可動
部材３８は、第２の可動部材３７と固定部材４０との間に配置されている。図１１に示さ
れた内視鏡２０の取外し状態では、ライトガイド３０の側面３０Ｓの全領域が、第１～３
の可動部材３６～３８および壁面部材４０Ｐによって覆われている。このため、第２の実
施形態と同様、本実施形態の電子内視鏡装置１０においても、安全性が確保されている。
【００４０】
　本実施形態では、第３の可動部材３８を固定するための第３の連結ばね４４も設けられ
ており、第１～第３の可動部材３６～３８および固定部材４０は、第１～第３の連結ばね
４２～４４によって互いに連結されている。第１～第３の可動部材３６～３８および第１
～第３の連結ばね４２～４４は、これまでの実施形態と同様に、固定部材４０（収納部材
）の凹部４０Ｄに収納される（図１２参照）。
【００４１】
　本実施形態の第１の可動部材３６においては、本体部３６Ａと、第１および第２の突出
部３６Ｂ、３６Ｃとが設けられている。本体部３６Ａは、第１の可動部材３６が保護位置
にあるとき（図１１参照）に口金３２の側面を覆う領域である。第１の突出部３６Ｂは、
第１の可動部材３６が保護位置にあるときに、口金３２よりも先端側、すなわち口金３２
よりもコネクタ部２４から離れた位置においてライトガイド３０側（内側）に突出する領
域である。
【００４２】
　このような第１の突出部３６Ｂを設けることにより、取外し状態にある内視鏡２０（図
１１参照）のコネクタ部２４とは反対側（図１１の左側）からユーザの指等が口金３２に
接触してしまうことが防止される。
【００４３】
　さらに、第１の可動部材３６の最先端において第２の突出部３６Ｃを設けることにより
、第１の可動部材３６には、先端凹部３６Ｄ（凹部）が形成されている。第２の突出部３
６Ｃは、本体部３６Ａとともに同じ円筒を形成する領域であり、第１の突出部３６Ｂを隔
てて本体部３６Ａとは反対側、すなわちコネクタ部２４とは反対側に突出している。内視
鏡２０がソケット６４に取り付けられるとき、ソケット６４は、第１の可動部材３６の先
端凹部３６Ｄに嵌合される（図１２参照）。
【００４４】
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　このため、取付け状態にある内視鏡２０のコネクタ部２４の位置ずれが確実に防止され
る。また、第２の突出部３６Ｃをソケット６４の外周に当接させることは、径の小さいラ
イトガイド３０を嵌合孔６４Ｈに直接嵌合させる操作よりも簡単であるため、コネクタ部
２４の取付け操作は容易である。
【００４５】
　以上のように本実施形態によれば、ライトガイド３０の接続機構５０において、第１の
可動部材３６の形状を調整すること等により、安全性および操作性により優れた電子内視
鏡装置１０を実現できる。
【００４６】
　なお、図１３に示す本実施形態の変形例においては、第１の突出部３６Ｂの先端に弾性
部材３６Ｅが設けられている。弾性部材３６Ｅは、嵌合孔６４Ｈに嵌合されるライトガイ
ド３０の側面３０Ｓ（口金３２の側面を含む）に接して弾性変形する。このため、第１の
可動部材３６が、保護位置（図１１参照）から退避位置（図１２参照）に向かって移動す
るときに、弾性部材３６Ｅが口金３２に接する。そして、より強い力が第１の可動部材３
６に加えられると、弾性部材３６Ｅが変形しつつ、第１の可動部材３６は退避位置側に進
む。
【００４７】
　このような弾性部材３６Ｅを設けることにより、第１の突出部３６Ｂのみを設けた場合
に比べ、ユーザの指等が口金３２に接触してしまうことがより確実に防止される。第１の
突出部３６Ｂに軽く触れた程度では、口金３２が弾性部材３６Ｅを超えて第１の可動部材
３６の外側に出ないためである。
【００４８】
　なお弾性部材３６Ｅは、上述のように口金３２の移動を適度に制限するために、コネク
タ部２４側の領域ほどライトガイド３０の中心軸３０Ａから離れる傾斜形状を有すること
が好ましい。
【００４９】
　一方、比較例におけるライトガイド３０の接続機構（図１４参照）では、口金３２の周
囲を覆う第１の可動部材３６や固定部材４０は設けられていない。このため、コネクタ部
２４をソケット６４から引き抜く際に、ユーザの手が、高温となっていた口金３２に触れ
てしまう可能性がある。
【００５０】
　ライトガイド３０の接続機構５０に含まれる部材の形状、配置、材質等は、いずれの実
施形態にも限定されない。例えば、第１～第３の可動部材３６～３８は、ライトガイド３
０の主として口金３２を覆う限り、円筒形でなくても良く４個以上の可動部材を設けても
良い。また、第１～３連結ばね４２～４４の代わりに流体を用いることにより、第１～第
３の可動部材３６～３８の位置を調整しても良い。口金３２は、ライトガイド３０の先端
よりもややコネクタ部２４側に設けられていても良い。
【００５１】
　さらに、第１～第３の実施形態を組み合わせても良い。例えば、第１の実施形態の可動
部材３６（図４等参照）に、第１の突出部３６Ｂや弾性部材３５Ｅ（図１３参照）を設け
ても良い。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】第１の実施形態における電子内視鏡装置を示す斜視図である。
【図２】第１の実施形態における内視鏡のライトガイドおよび可動部材を示す斜視図であ
る。
【図３】図２のライトガイドおよび可動部材を示す側面図である。
【図４】ライトガイドが嵌合孔に嵌合されていない状態における第１の実施形態のライト
ガイド接続機構を示す断面図である。
【図５】ライトガイドが嵌合孔に嵌合された状態における第１の実施形態のライトガイド
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【図６】第２の実施形態における内視鏡のライトガイドおよび可動部材を示す斜視図であ
る。
【図７】図６のライトガイドおよび可動部材を示す側面図である。
【図８】ライトガイドが嵌合孔に嵌合されていない状態における第２の実施形態のライト
ガイド接続機構を示す断面図である。
【図９】ライトガイドが嵌合孔に嵌合された状態における第２の実施形態のライトガイド
接続機構を示す断面図である。
【図１０】第２の実施形態におけるライトガイド接続機構の変形例を示す断面図である。
【図１１】ライトガイドが嵌合孔に嵌合されていない状態における第３の実施形態のライ
トガイド接続機構を示す断面図である。
【図１２】ライトガイドが嵌合孔に嵌合された状態における第３の実施形態のライトガイ
ド接続機構を示す断面図である。
【図１３】第３の実施形態におけるライトガイド接続機構の変形例を示す断面図である。
【図１４】比較例のライトガイド接続機構を示す断面図である。
【符号の説明】
【００５３】
　１０　電子内視鏡装置（内視鏡装置）
　２０　内視鏡
　２４　コネクタ部
　３０　ライトガイド
　３０Ａ　中心軸
　３０Ｓ　側面
　３２　口金
　３６　第１の可動部材
　３６Ｂ　第１の突出部
　３６Ｃ　第２の突出部
　３６Ｄ　先端凹部（凹部）
　３６Ｅ　弾性部材
　３７　第２の可動部材
　３８　第３の可動部材
　４０　固定部材（収納部材）
　４２　第１の連結ばね（第１の伸縮部材）
　４３　第２の連結ばね（第２の伸縮部材）
　４４　第３の連結ばね（伸縮部材）
　５０　ライトガイド接続機構（接続機構）
　６０　プロセッサ
　６４　ソケット
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